
金ケ崎町告示第５３号 

 

金ケ崎町建設関連業務の委託契約に係る最低制限価格に関する事務処理要領（平成２７

年金ケ崎町告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

 

令和８年４月１日 

 

                      金ケ崎町長 高 橋 文 浩 

 

改  正  後 改  正  前 
  

（最低制限価格を定める契約） 

第２ 最低制限価格を定める契約は、競争入札に

付する設計額が１００万円以上（消費税額及び

地方消費税額を含む。）の建設関連業務委託契

約とする。 

別表第１ 

業務

区分 

① ② ③ ④ ⑤（下

限） 

⑥（上

限） 

測量

業務 

 略 諸経費

の額に

１０分

の５を

乗じて

得た額 

 

 略 １０

分の

８.２ 

地質

調査

業務 

 略 諸経費

の額に

１０分

の５を

乗じて

 略 

（最低制限価格を定める契約） 

第２ 最低制限価格を定める契約は、競争入札に

付する設計額が５０万円以上（消費税額及び地

方消費税額を含む。）の建設関連業務委託契約

とする。 

別表第１ 

業務

区分 

① ② ③ ④ ⑤（下

限） 

⑥（上

限） 

測 量

業務 

 略 諸経費

の額に

１０分

の４．

８を乗

じて得

た額 

 略 １ ０

分 の

８ 

地 質

調 査

業務 

 略 諸経費

の額に

１０分

の４．

５を乗

 略 

 



 

得た額 

 

補償

関係

コン

サル

タン

ト業

務 

 略 一般管

理費等

の額に

１０分

の５を

乗じて

得た額 

 

 略 １０

分の

８．１ 

土木

関係

建設

コン

サル

タン

ト業

務 

 略 一般管

理費等

の額に

１０分

の５ 

を乗じ

て得た

額 

略 １０

分の

８．１ 

建築

関係

建設

コン

サル

タン

ト業

務 

 略 特別経

費の額 

 略 諸経費

の額に

１０分

の６を

乗じて

得た額 

 略 １０

分の

８．1 

 

じて得

た額 

補 償

関 係

コ ン

サ ル

タ ン

ト 業

務 

 略 一般管

理費等

の額に

１０分

の４．

５を乗

じて得

た額 

 略 １ ０

分 の

８ 

土 木

関 係

建 設

コ ン

サ ル

タ ン

ト 業

務 

 略 一般管

理費等

の額に

１０分

の４．

８を乗

じて得

た額 

 略 １ ０

分 の

８ 

建 築

関 係

建 設

コ ン

サ ル

タ ン

ト 業

務 

 略 直接経

費の額 

 略 一般管

理費等

の額に

１０分

の６を

乗じて

得た額 

 略 １ ０

分 の

８ 

 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 


